
5.三木川・大谷川 
 5.1 課題総括図 

農業排水路の状況

排水管

大谷川三木川

河川と水路の連続性の低下

 河川と水田排水路の接続点の段差による、魚類の移動障害

大 谷 川

三 木 川

大 谷 川

三木川
河川と農業排水路の接続点

直轄管理区域 県管理区域

片間樋門

河岸のコンクリート化（三面張り水路）⇒自自然河岸の消失
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  5.2 河川環境の変化要因と影響 
（1)自然河岸の消失 

三木川・大谷川は、単調なコンクリートの河岸となっており河道内に植生はみられない。かつ

ては、土羽の自然河岸であったと考えられるが、航空写真で確認できる昭和 22 年には現状の水

路断面形状であった可能性が高いと思われる。 

また、明治 31 年の地形図では三木川は現在とほぼ同じ箇所に位置しているが、大谷川は確認

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・河川改修により、河道が直線化した 

・圃場整備による乾田化や用排水路の分離が行われた 

・陸域と水域の比高が拡大した 

・河岸がコンクリート化した（三面張）

・陸域と水域の連続性機能が低下 

・水際部の動植物の生息・生育場の機能が低下 

・河岸に植生が繁茂できない 

・魚類の避難場所が減少 

・河川環境の単調化

●コンクリート河岸の延長距離 

・三木川 1 .7 5 km  

・大谷川 2 .2 0 km  

水路幅 2～3 m のコンクリート三面張り水

路である。 

高さは 1 .1 ～1 .3 m で水深は 1 0 cm 以下

である。 

：明治3 3 年河道

：平成7年河道 

【三木川・大谷川の現状】

【自然河岸消失のイメージ図】

【かつての姿】

【インパクト】

【現在の姿】

自然河岸の消失 

【レスポンス】
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(2)河川と水路・水田の連続性 

 

大

片
間
樋
門

三

護岸がなく直接排水している箇所水路と排水管 水田と水路の連続性欠如

排水管

落差約30cm φ40cmのヒューム管が設置落差約50cm

排水路

落差約 10cm 落差約 10cm

●三木川・大谷川と水路の連続性について

・河川と水路は直径40cmのヒューム管でつながっている。
・管渠と水面の落差は10cm～５０cmである。
・非灌漑期は、河川と水路の連続性は確保されていない。

・非灌漑期に落差１０ｃｍ程度の箇所は灌漑期には連続性が確保さ

れる。非灌漑期に落差３０ｃｍ以上の箇所は、灌漑期においても

連続性が確保されない。

・部分的であるが、護岸が設置されていない箇所は連続性が確保さ

れている。

・水路と水田の落差は約１m程度あり、水路と水田の連続性は欠如
している。
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非灌漑期調査：H16.3 実施 
灌漑期調査 ：H16.5 実施 
 
調査管渠  ： 
三木川 21 箇所、大谷川19 箇所

谷

川

大 谷
川

木
川

排水管設置箇所

流向

黄線は排水路

年間を通じて連続性
が確保されていない

非灌漑期に連続性が
確保されない

排水管設置箇所



■三木川が出石川のソースハビタットである位置づけ 

 

三木川が出石川のソースハビタットとしての位置づけ 

 
魚類の分布状況をみると、ギンブナ、ウグイ、オイカワ、ナマ

ズが出石川本川と三木川で確認されている。このうちギンブナと

ナマズは水田と河川を行き来して水田で産卵する魚種である。 

三木川の調査が１回だけのもの（夏期）であるため今後調査を

必要とするが、ギンブナやナマズにとって三木川はソースハビタ

ットの役目をもっていると考えられる。 

よって、出石川と三木川、水田の連続性を確保する必要がある。

また、五条大橋上流部の整備と連続した整備を実施する必要があ

る。 

 
出
石
川 

←三木川

片
間
樋
門 

←大谷川

五条大橋 

県管理区間 直轄管理区間 魚類調査地点 

 

 

  

コイ 

ギンブナ 

オイカワ 

ウグイ 

ギギ 

ナマズ 

ヌマチチブ 

メダカ 

ヨシノボリ類 

タモロコ 

カワムツＢ型 

ズナガニゴイ 

ドジョウ 

モクズカニ 

魚
介
類
の
分
布
状
況 

H15 夏期調査時に確認された魚種 

（出石川はＨ11 水辺の国勢調査による確認種）

河川と水路、水田を移動する魚種 

（点線は移動が推定される範囲） 

河川内を移動する魚種 

（点線は移動が推定される範囲） 
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 5.3 整備方針総括図 
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基本方針：三木川は出石川に接し、出石川に生息する魚類のソースハビタットの役割を果たしている。そのため、出石川から片間樋門までの間との連続性を考慮しつつ、魚類の

生息に配慮した河岸・河床環境の確保や、河川と水田を行き来する魚への配慮が必要である。従って、河道の多自然化を図るとともに河川と水路・水田の連続性を確

保する。 

・環境学習拠点の整備 

・身近な川の再生 
 地域住民と協力して身近な川づくりを実施する。 

 

● 年間を通じて連続性が確保されていない管渠 

   （三木川 1 4 箇所、大谷川 1 5 箇所） 

● 非灌漑期に連続性が確保されない管渠 

   （三木川 7 箇所、大谷川 4 箇所） 

スロープタイプ階段タイプ 

自然石 若干の突起 

落差の解消

水深確保 

・樋門落差の解消 
  三木川・大谷川へ流入する水田排水管渠の落差を解消する。 

 

緩傾斜護岸のイメージ 
（コウノトリの郷公園前） 

河川内対策のイメージ 
（下ノ宮川上流域） 

・河岸・河床の多自然化 

コンクリート三面張河川である三木川と大谷川の多自然化を図る。 

 

大谷川 

三木川 

大谷川 

直轄管理区間 県管理区間 

片間樋門 



 
5.4 三木川・大谷川の整備計画

 
 

≪自然再生の目標≫ 
 

コウノトリと人が共生する環
境の再生を目指して

 
…エコロジカルネットワーク 

の保全・再生・創出… 

《保全・再生機能》 《整備のメニュー》 

 

《整備方針・期待する効果》 

特徴的な自然環境の 
保全・再生・創出 

●動植物の生息･生育場とし
ての機能の再生 

『河岸・河床 
の多自然化』 

●三木川、大谷川 
・河川水深確保のために河床形状等を工夫することによる魚類の避難場所
を創出する（河床に升や溜まりを設置するなど部分的に空隙をつくる）
・河川内に斜路を設置する 
・コンクリート護岸の多自然化を行う 
【整備効果】 
・多様な流況が形成されることによる生物の良好な生息・生育環境が再生
できる 
・魚類の避難場所が創出できる 
・小動物にとって水域と陸域（水田）の連続性が確保できる 

湿地環境の再生・創出 
●流域で消失した湿地の生物
生息場としての機能の再生 

『湿地の創出』 

  

  
●三木川下流 
・五条大橋上流（直轄管理区間）で実施する 

水生生物の生態を考慮 
した河川の連続性の確保 

●河川と水路の連続性の確保  『樋門落差の解消』   

 

 

●河川と水路の落差解消 
・水路合流部の落差を解消する 
【整備効果】 
・河川と水路の連続性が確保できる 

人と河川との関わりの 
保全・再生・創出 

●人と河川との関わりの 
  保全・再生・創出 

『環境学習拠点の整備』 
『身近な川の再生』 

  

 

 

・学校と地域の連携を図りながら環境学習拠点を整備する 
・農業関係者や市民との連携による川の取り組みを行う 
【整備効果】 
・安全に利用できる環境学習拠点での様々な活動を通じて、身近な川に生
息・生育する生物を知り、また、地域や学校と連携した取り組みにより
河川愛護意識の高揚を図る 

出
石
川 

←三木川 

1.0k
水
路

五条大橋

0.0k

片
間
樋
門 

直轄管理区間 県管理区間

←大谷川

   1.0k0.0k

（地域の意見を反映して適地抽出） 

三木川・大谷川管渠 40 施設 

三木川下流 

三木川全川 

大谷川全川 
自然石

マスの設置
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5.5 整備メニュー 
(1)河岸・河床の多自然化 

大谷川

三木川

【位置図】

片間樋門

出
石
川

保全・再生する機能 動植物の生息・生育場としての機能の保全・再生 

整備メニュー コンクリート河岸・河床の多自然化 

 

現状の課題と要因 

河川改修により直線的な三面張水路となり、河道内に植生がない状況にある。また、河道
が単調で非灌漑期には水深も浅く、生物の生息・生育環境として好ましくない状況となっ
ている。 
片間樋門：流量 0 .0 6 m 3 /s、水深約 8 cm （H 1 5 .9 .5 測定） 
大谷川 ：流量 0 .0 １m 3/s、水深約７cm （H 1 5 .9 .5 測定） 

整 備 方 針 

 
生物の生息・生育環境の質の向上を目標に、計画段階から地域住民と連携して調査及び整
備方策を検討するものとし、将来的には、多自然型の緩傾斜護岸を目指す。段階的に河道
内の生物生息環境の向上を図る。 

 

自然再生の段階 試験施工段階 技術的知見蓄積後の段階 

基本的考え方 
当面、現況の三面張り河川内に魚類が生息できるように水深、及び避難場所を確保する対策を実施する。その現況をモニタリ
ングしながら、改善範囲を拡大していく。また、用地の取得が可能な場合は、緩傾斜化も考慮する。 

試験施工で得られた知見を活かし、三木川・大谷川全域の生物生息・
生育環境の質を向上させる。これにより出石川のソースハビタットと
しての機能を拡充する。 

整備内容と整備の効果 

【ステップ①】 
地域住民と協働して、コンクリート三面張河道の多自然化を検討する。 
 

【ステップ②】 
三木川の下流部 1 0 0 m 程度で試験施工を実施する。 
河床に自然石を配置することで、魚の隠れ家の創出や流れに変化を持たせ
ることが可能である。河床にマスを埋め込み局部的な深みを創ることも魚類
の生息場、避難場所の創出に有効である。 
（図-１参照） 
また、水田に生息する両生類（カエル等）の移動への配慮としてスロープ

を設置することも考えられる。（図-2 参照） 
 
◆モニタリング 
 地域と連携を図り、水際の植物や魚類の生息状況、くぼみの状態（土砂 
で埋まっていないか）等について 
モニタリングを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
期待する効果 

 
  

【ステップ③】
 モニタリング結果を基に、工法の見直しや改良を行いながら、整備
範囲を拡大する。

 
【ステップ④】 
将来は部分的に河道を拡幅し、河岸を緩傾斜化することで水生植生
が繁茂し、良好な魚類の生息場となるような多様な水際環境の創出
を目指す。河岸にヨシ等が生育することで水質浄化機能も機能でき
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河道拡幅には、用地の取得が必要であり、地権者との協議が必要とな
る。 
◆モニタリング 
 地域と連携しながら、生息する動植物から指標種を選定し、指標種のラ
イフサイクルにあった場所・時期を設定し面的に実施する。 

 

コンクリート三面張りで水域と陸域が分
断されている。水深は 10cm 程度で単調な
河道である。

三木川・大谷川の現状

1 1m

スロープの設置イメージ

図-1 部分改造（案）
※自然石の配置で減少する河積を
河床の掘下げ等で確保する

・自然石を配置するなどで
魚の隠れ家の創出や、流れ
に変化をつける
・河床にマス等を配置する
ことで深みを創出する

マスの設置

自然石

（両岸につけることが必要）

整備及びモニタリングにあたっては農業関係者の協力が必要である。

※試験施工にあたり、コンクリート護岸
で環境の良好な八代川上流域の自然環
境や下ノ宮川上流域の自然石を配置し
た事例を参考とする。

・流況の多様性が増し、水生生物の良好な生息・生育環境が創出できる。
・魚類の避難場所が創出できる。
・小動物の水域と陸域（水田）の移動の連続性が確保される。

河道拡幅のイメージ
（コウノトリの郷公園前）

図-2 スロープの設置 
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（2)樋門落差の解消 

大谷川 

三木川 

【位置図】

片間樋門 
出
石
川

保全・再生する機能 河川と水路の連続性の確保 

整備メニュー 管渠落差の解消 
 

現状の課題と要因 
・本川に流入する農業排水路との間に落差がある。かんがい期には堰上げにより上流区間の
管渠での連続性が確保されるが、非かんがい期においては、全ての管渠で 3 0 cm 程度の
落差が生じ、魚類の移動の妨げとなっている。 

整 備 方 針 
・本川との落差の解消することにより、生物の移動可能範囲を拡大し、生物生息場としての
機能向上を目指す。 

 

自然再生の段階 現状の評価・分析段階 試験施工段階 技術的知見蓄積後の段階 

基本的考え方 

・管渠を対象に魚ののぼりやすさからみた評価を行う。 
・現地調査（H 1 6 .3 、H 1 6 .5 ）による概略評価は以下の通り。 
 （非灌漑期には全ての管渠で連続性が確保されず、灌漑期には一部で連続性が確保される） 

・農業用水路を連続させる施設であり、河川と農業用排水路の連続性
に着目し、五条大橋上流部の湿地再生とあわせ、三木川の片間樋門
に近い箇所から対策を試験的に施し、モニタリングを行う。 

・モニタリングで得られた知見は、他施設の対策時に参考とする。 

・本川と落差が生じている施設については、階段状あるいはスロー
プ状にするなどして、遊泳力の弱い魚種も移動できるように改善
する。 

 
 

整備内容と効果の評価 

管渠数合計 4 0 箇所

凡例 
※1  総合評価 ◎：移動可能 △：一部､条件が悪い ×：移動不可能 ？：今回調査では不明
※2  障害物 ○：なし △：障害物がある ×：移動を阻害する障害物がある  
※3  水深 ◎：2 0 ｃｍ～ ○：5～2 0 ｃｍ △：0～5ｃｍ ×：なし  
※4  流速 ○：0～8 0ｃｍ/ｓ ×：8 0ｃｍ/ｓ～  

期待する効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
効果を発揮するためには、樋門・樋管の改善のみならず、接続する水
路構造、水路と水田の連続性の確保が必要不可欠である。これに関係
する機関と一体的に取り組まなければならない。         
 

河川 樋門名 
総合 
評価 

 
障害物 

 
水深 

 
流速 

背後地の
空間 

 
箇所

１ 三木川  管渠 × × 落差 3 0ｃｍ × ○ 水田 1 4  

２ 〃 管渠 △ △ 落差 1 0ｃｍ △ ○ 〃 7  

３ 大谷川 管渠 × × 落差 3 0ｃｍ × ○ 〃 1 5  

４ 〃 管渠 △ △ 落差 1 0ｃｍ △ ○ 〃 4  

 
◆モニタリング 
 河川と水路・水田を移動する魚種（フナ類、ドジョウ、ナマズ等）
を指標として以下に観点からモニタリングを行う。 

  ・集魚状況（入口へ集まりやすいか、入りやすいか） 
 ・流況（のぼりやすい流況かどうか） 
 ・移動可能延長（整備前と比べてどうか） 

 
 
 
 

落差約 30cm  φ40cm 管渠 排水路の状況（水田との比高 1.0m）

・遡上魚の遡上可能距離の延伸 
・身近な魚の生息範囲の拡大 
◎樋門の連続性が確保されることの整備効果。 
ただし、農業関係者との連携により水田と水路の連続性が確保された場合以
下の効果があると考えられる。 
●三木川・大谷川流域 

  約 4 7 h a の連続性の確保 

整備により連続性が確保され
る範囲 

出石川 

三木川 

※1  ※2  ※3  ※4  

スロープタイプ 階段タイプ 

自然石 若干の突起

落差の解消

水深確保 

連続性確保のイメージ
スロープタイプ

遡上・降下が可能な構造 従来の排水構造 

階段タイプ 

現  状 

水深不足 

落差
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（3)環境学習拠点の整備、身近な川の再生 
 

目標とする機能 人と河川の関りの保全・再生  

整備メニュー 環境学習拠点の整備、身近な川の再生  

 

現状の課題と要因 

・人々の生活形態が変化し、日常生活の中で川を訪れる機会が減少した。 

・玄武洞に代表される観光拠点や堤防の散策等利用者は比較的多いが、日常利用は少ない。

・水難事故の発生（H 1 3 .8 .1 5 ） 

    ⇒ 日常生活の中での川への意識が稀薄化した。 

    ⇒ 子供たちが川を訪れる機会が減少している。 

整 備 方 針 

  『環境学習拠点の整備』    『『身近な川を再生する』 

・地域や学校と協力し、役割分担を図りつつ、整備対象地選定を含む計画立案、整備方針、

整備内容、維持管理計画を検討する。 

・急激な深み、複雑な流れなど近傍に危険を伴う物理的環境がない安全な場所で、環境学

習拠点としてふさわしい地区を中心に整備する。 

水路の生物調査（島根県）

三木川・大谷川に近い小坂小学校では、以前出石川でサケの放流を行っていたことや、総合学習
で３年生が地域の自然環境を調査していることから、小学校と連携したモニタリング等も考えら
れる。

【小河川・コンクリート水路等での活動事例（生物調査）】

←コウノトリ市民研究所『田んぼの学校』

【学習内容】
・郷公園にすむ生き物「いのち」に気づこう（３学年）
・いのちを育ててみよう アイガモ農法に挑戦して（４学年）
・コウノトリの巣作り体験（４学年）
・コウノトリ野生復帰事業について調べよう（５学年）
・地球まるごと博物館計画について調べよう（６学年）
  →地域を知ろう（自然・文化・人）、コウノトリを野生に返すためにできること

コンクリート水路での生物調査（愛知県稲沢北小学校）

【三江小学校（鎌谷川流域）の総合学習（抜粋）】 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整 備 効 果 
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学校へのアンケート調査に
おける主な意見・要望

基本的考え方

1 .環境学習拠点の整備 
環境学習拠点は、地域や学校と連携し、河川の自然環境等の体験学習ができ、河道が

比較的安定しており、河川管理施設近傍以外の安全な場所に整備する。 

安全に生物観察などができ、川に親しむことができる場所があると良い。

2 .地域及び学校との連携 
自然環境保全及び再生に向けて取り組む地域、環境学習を推進する小中学校等と連携

し、河川をフィールドとした様々な体験、活動を行う。

環境学習の際に指導してもらえるような人材が不足している。 

3 .施設整備 
階段や坂路のアクセス施設、自己責任、警告・注意、禁止、説明などの標識、表示板

等、必要最小限の施設整備を行う。 

川に降りられるようなスロープや階段があると良い。 

4 .教育・啓発 
河川及び環境学習拠点に係わる様々な情報を提供し、地域や学校とのネットワークの

中で環境学習に係わる教育・啓発を行う。 

生物マップや生きた標本があると良い（現在は教材も不足している）。 

5 .自己責任意識の醸成 
子供及びその保護者に対して河川の自由使用及び利用上の危険に対する自己責任意

識を教育的側面からの浸透や、川づくりへの住民の主体的な参加等を通じて醸成してい
くことが必要である。 

川に関する学習会等の企画をしてほしい。 

6 .維持・管理 
河川管理者、地域、学校が連携し、出水後の整備地区周辺の洗掘やそれに伴う流況変

化、利用者の安全な活用等の維持管理を行う。 

環境に対する意識向上のためのはたらきかけなど、地域を巻き込む活動へつ
ながっていけばよい。 

期待する効果 

安全に利用できる環境学習拠点での様々な活動を通じて、身近な川に生息・生育する
生物を知り、また、地域や学校と連携した取り組みにより河川愛護意識の啓発を期待
することができる。 
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【活動事例】 

兵庫の川サミットで
の高校生物部のパネ
ル展示（上郡高校） 

東条町立東条東小学校での環境学習 

川の見学・体験学習（水尾川） 住吉川清流の会による 
「親子水辺フェア」 

N P O 法人こども環境活動支援協議会 
による生物調査（仁川） 

水辺の楽校（加古川・氷ノ川） 

《市民連携の事例》 

「山田川を美しくする会」の住民､ 
  児童・生徒によるクリーン作戦 

水辺の楽校（山田川） 

「トライやる･ウィーク」 
  での河川環境調査 
 （八鹿中学校） 

《中学校､高校の活動事例》 

保護者や地域との連携 6 年生 
5 年生

4 年生 

3 年生

1、2 年生 《小学校の活動事例》 

【組織事例】 

「水の郷きもべつ水辺の楽校」  北海道喜茂別町 

吉田川水辺の楽校

村

椿

保

育

所

村

椿

小

学

校

吉

田

科

学

館

河 川 管 理 者 （県） ・ 黒 部 市

地 域 住 民

くろべ水の少年団

整備後の施設が､自然学習の場、水とのふれ
あいの場、地域住民の安らぎの場として有効
に活用され、また､適正に保全されるために
は「活用することで保全される」という意識
が重要である。このため「水辺の楽校」の活
用・保全体制として活用する団体（くろべ水
の少年団､吉田科学館､村椿小学校、村椿保育
所､地元町内会､地元企業など）の代表者らに
よって組織する「吉田川水辺の楽校を育む会
（仮称）」を発足させ、行政との協力や、各
団体の活動の支援、自主的な河川管理、清掃
の実施計画、イベント実施等について話し合
い、施設の活用､保全に努める。 

支援体制は、「水の郷きもべつ水辺の楽校」計画を検
討してきた地域関係団体や学校関係者、喜茂別町や
喜茂別町教育委員会などの理解と協力により､『（仮
称）水の郷きもべつ水辺の楽校連絡協議会』を組織
する。また
たり支援したりする水辺の楽校サポーターなどの参
加を促し、体制の充実を図る。 

支援体制は、「水の郷きもべつ水辺の楽校」計画を検
討してきた地域関係団体や学校関係者、喜茂別町や喜茂
別町教育委員会などの理解と協力により､『（仮称）水の
郷きもべつ水辺の楽校連絡協議会』を組織する。また､
連絡協議会には､子供達の活動を指導したり支援したり
する水辺の楽校サポーターなどの参加を促し、体制の充
実を図る。 
連絡協議会は、子供達の積極的な参加を促進するため
に、川に関するイベントや河川清掃活動など独自事業に
取り組む各関係団体および機関の調整窓口として機能
し、協力体制づくりを図る。また、協議会では、各団体
等の独自の事業と合わせ、子供達が参加しやすい水辺の
楽校カリキュラムを計画するとともに年間スケジュー
ルを作成し、ソフト展開を促進する。 

､連絡協議会には､子供達の活動を指導し

水辺の楽校プロジェクト 
・子供達の水辺の遊びを支える地域連携体

制の構築 

N P O ､ボランティア団体等の地域の

方々が協力しながら､水辺が自然体験

の場、遊びの場として活用されるよう

な仕組みをつくります｡ 

・自然環境あふれる安全な水辺の創出 

自然の状態を極力保全、あるいは瀬や

淵、せせらぎ等の自然環境を創出する

とともにアクセス改善のための緩傾斜

河岸の整備等を通じ、子供達が自然と

出会える安全な水辺をつくります 

「吉田川水辺の楽校」  富山県黒部市 




